
キャッシュレス・消費者還元事業について 

２０２０年４月 

 

・シティックスカード加盟店の皆様へ 

 

 シティックスカードは「キャッシュレス・消費者還元事業」に参画しています。 

 

２０１９年１０月より経済産業省が実施する本事業の「キャッシュレス決済事業者」に登録されました。 

キャッシュレス・消費者還元事業の参加には、お申し込みが必要です。申込から適用までの流れをご確認のうえ、 

お申し込みをお願いいたします。 

 

【お知らせ】２０２０年４月１０日（金）をもちまして、弊社でのキャッシュレス・消費者還元事業の参加申し込み 

受付を終了いたしました。多数のお申し込みをいただき、誠にありがとうございました。 

  

「キャッシュレス・消費者還元事業」については経済産業省のホームページをご覧ください。 

https://cashless.go.jp/ 

 

・キャッシュレス・消費者還元事業のお問い合わせ先 

詳しくは下記の連絡先までお問い合わせください。 

シティックスカード営業部 受付時間：１０：００～１７：００（土日祝日休） 

電話番号：０９２－７６１－４１８３ 

＊おかけ間違いのないようお願いいたします。 

 

 

 

https://cashless.go.jp/


 



 

・申込方法について 

加盟店 IDが未登録の場合の流れ 

STEP1・・・シティックスカードへ事業参加の申込 

・キャッシュレス・消費者還元事業参加申込書（要返送） 

  ・キャッシュレス・消費者還元事業によるカード取引条件変更のお知らせ（要返送） 

 ・キャッシュレス・消費者還元事業」の参加申込について（加盟店様保管用） 

 ※参加申込書等がお手元に届いていない場合、弊社から発送させていただきますので、 

  弊社お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。 

 

 ※個人事業主様の場合、審査のため、以下の書類が必要となりますのでご用意ください。 

・開業届(写し)・確定申告書(写し)・納税証明書(写し)・業種に係る認可証・免許証(写し)いずれか１点 

 

STEP2・・・必要書類到着後、弊社にて審査 

 ・加盟店 ID登録申請 

※加盟店 ID とはキャッシュレス・消費者還元事業の事務局が発番する加盟店事業者 ID と加盟店事業所 

ID の総称を指します。 

 

STEP3・・・加盟店 ID発行後、加盟店登録申請 

 

STEP4・・・事務局審査 

 

STEP5・・・事務局審査完了、制度スタート 



加盟店 IDが登録済の場合の流れ 

STEP1・・・シティックスカードへ事業参加の申込 

・キャッシュレス・消費者還元事業参加申込書（要返送） 

  ・キャッシュレス・消費者還元事業によるカード取引条件変更のお知らせ（要返送） 

 ・キャッシュレス・消費者還元事業」の参加申込について（加盟店様保管用） 

※参加申込書等がお手元に届いていない場合、弊社から発送させていただきますので、 

  弊社お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。 

 

 ※個人事業主様の場合、審査のため、以下の書類が必要となりますのでご用意ください。 

・開業届(写し)・確定申告書(写し)・納税証明書(写し)・業種に係る認可証・免許証(写し)いずれか１点 

 

STEP2・・・必要書類到着後、弊社にて審査 

 

STEP3・・・事務局審査 

 

STEP4・・・事務局審査完了、制度スタート 

 

【お知らせ】２０２０年４月１０日（金）をもちまして、弊社でのキャッシュレス・消費者還元事業の参加申し込み 

受付を終了いたしました。多数のお申し込みをいただき、誠にありがとうございました。 

 

・キャッシュレス・消費者還元事業のお問い合わせ先 

シティックスカード株式会社 営業部 

092-761-4183 受付時間：10:00～17:00（土日祝日休） 

＊おかけ間違いのないようお願いいたします。 


